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お世話になります
お世話になります

お客様との「ふれあい」を⼤切に！お客様との「ふれあい」を⼤切に！

余寒なお厳しき折、皆様におかれましては、いかがお過ごしでしょうか。
日頃より大変お世話になっております。

さてこの度、地域のオーナー様向け情報誌といたしまして賃貸経営通信
「ふれあい」を発⾏することといたしました。

㈲三枝商事

これからもオーナー様、地域の⽅々とのふれあいを大切に、
少しでも弊社からの情報が地域のオーナー様、賃貸経営のお役に⽴てましたら幸いです。

⼤きくなくてもいい。地域密着を⼤切にしよう。

会社を大きくする事は大切な事ではありますが、お客様にとって本当に大切な事は規模ではな
く、お客様を思う気持ちだと思っています。

㈲三枝商事
代表 三枝 信之

オーナー様相談会開催のお知らせ

く、お客様を思う気持ちだと思っています。

私たち会社は小さくても・・・・・ただ、そのかわり地域の皆さんに必要とされたい
「この街で不動産と言えば三枝商事」そんな存在になりたいと考えております。

オーナー様相談会開催のお知らせ

セミナー後も個別相談が可能です。困っていることなど何でもお話
し頂いてます。オーナーのみなさまにとって楽しく勉強になるよう
な会にしたいと思っております。

相談会イメージ図
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三枝商事は、2018年6⽉度より、日ごろよりお世話になっておりますオーナー様への“恩返し”
の意味も込めて、『三枝大家塾』と称して、空室対策やリフォームなど、賃貸経営全般の勉強
会、また日頃の悩み相談などオーナー様同⼠の意⾒交換の場としてご利⽤頂けるような相談会
を開催することに決めました。

2018年1回目は6/24（日）の予定です。

相談会イメージ図

2018年1回目は6/24（日）の予定です。
内容は最新の空室対策・満室経営事例・⼈気設備・クレーム対応などなど、盛りだくさんの内
容になっております。
13時30分からのスタートで勉強会などを⾏い、座談会の形式も取らせて頂きながら、ざっくば
らんに日ごろのお悩みを聞かせて頂ければと思います。
もしご興味がある⽅は、０４５-９３１-１７２９までご連絡頂くか、後ほどお送りする予定の
チラシをご確認ください。※6名様限定ですので、お早めにお申し込みください
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物件アピールポイント！物件アピールポイント！ 物件アピールポイント！物件アピールポイント！
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今回のご参加が難しい場合は次回開催時に優先的にご案内させていただきます。
参加の条件は……どなたでもご参加ＯＫです。（お友達と一緒でもＯＫ）
大人数になりますとお話が出来ない⽅も出てきてしまいますので
定員数は６⼈までとさせて頂いております。



社員紹介

氏名 窪田 真由美

⼊社日 平成１５年４⽉１日

孫の⼈数 7人

韓国に友達と旅⾏に⾏きました！
最近

韓国に友達と旅⾏に⾏きました！
サムギョプサル・ケジャン・サムゲタン・
チヂミ・ネンミョン・トッポギ 色々

食べました。とっても美味しかったです^^

永遠の望み 痩せたい！？

最近驚いた事 三枝商事の二宮が結婚する事（仰天！！）

最近
ハマっている事 韓流ドラマ（特にイ・ジュンギ ）

社内トピックス
連休前という事で、社員全員で食事会を開催しました！
横浜でとっても美味しい鉄板焼きを♡♡
日々の仕事の中で、会社やメンバーで協⼒して取り組むことが多々あり
ます。ます。
そんな時、全員で一丸となって取り組むために、こうやって日々コミュ
ニケーションをとっているんですね^^
さーて今回は社⻑のおご・・・り！？ ごちそうさまでした〜^^
5⽉以降、さっそく暑い日が始まっていますが、、、
全員で⼒を合わせて、たまには美味しいものでも食べて、全員で⼒を合わせて、たまには美味しいものでも食べて、
のりきっていきましょう！
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税とうまく付き合う不動産経営法
賢い大家さんの確定申告チェックポイント！

賃貸管理コーナー
20182018年年33月月1515日日 「⺠泊新法」登録開始！「⺠泊新法」登録開始！
〜〜 ⺠泊、マンスリー、旅館業⺠泊、マンスリー、旅館業 〜〜賢い大家さんの確定申告チェックポイント！

2015年の賃貸経営の業績はいかがでしたでしょうか？年末から年始にかけてのこの
時期は確定申告の最終チェックの時期です。今年は無駄な税⾦を⽀払うことのないよ
う注意が必要です。2016年の確定申告期間は2⽉16日（⽕）〜3⽉15日（⽕）です。
この期間内に、2015年1年間分の会計結果を税務署へ報告（確定申告）することに

なっています。年が明けてから申告書を作る⽅も多いですが、その時には出来ないこ
とがありますので、将来を⾒据えた経費の使い⽅とチェックポイントをお伝えします。

2015年５⽉実施の賃貸契約者に⾒る部屋探しの実態調査（㈱リクルート 住ま
いカンパニー）によると、部屋探しの際に⾒学した物件数は平均3.4物件。昨年と
ほぼ同程度。⾒学数「０件（⾒学していない）」は9.5％、「１件」は15.2％で、
約１０人に2.5人がネットで部屋探しを完結させている傾向がうかがえます。全体
でみても、契約のために⾒学した約６割の⽅は⾒学物件数３件以下です。

ネットでの部屋探しへの対策は、まずは絞りこんで検索されても残る物件にすることです。⼊居者は

賃貸事業部 PMチーム
主任 國清史子賃貸管理部
二宮秀一

〜〜 ⺠泊、マンスリー、旅館業⺠泊、マンスリー、旅館業 〜〜
2018年3月15⽇に、住宅宿泊事業法（⺠泊新法）の届け出が開始しました。
今回は、改めて賃貸経営をされるオーナー様にとって、必要な最新知識として、⺠泊に
ついてお知らせさせて頂きます。
最近になって、「⺠泊領域は今後どうか？」とか、「オーナーにとって何かできることはある
か？」というご質問が、2018年に⼊り急増しています。

より良い賃貸経営のためには、魅⼒ある物件づくりのための設備投資が必要です。「古くなったらま
とめて修繕すればいい」とお考えの⽅もいらっしゃいますが、建物の維持管理も部屋の掃除と一緒で、
毎日コツコツと早めの段階で⼿を⼊れることで綺麗で⻑持ちします。当然、⼊居者の満⾜度も⾼く⼊居
率も上がりますので、⻑い目でみるとトータルの修繕費は少なくて済むことが多いです。また最近では
間取りを大きく変えたり、設備をグレードアップしたリノベーションが当たり前になりつつありますが、
全てがその年の修繕費になるわけではなく、「資本的⽀出」として耐⽤年数で償却していく部分もあり
ますので、注意は必要です。今年計上しておきたい必要経費や来年の分を⾒越して⾏う必要経費など、
確定申告に向けて⼯事等の⾒積書、請求書、領収書資料を揃え、数字をまとめておくと、確定申告をス

ネットでの部屋探しへの対策は、まずは絞りこんで検索されても残る物件にすることです。⼊居者は
まず家賃＝予算で検索し、次に設備・サービスで絞りこみを⾏います。今の⼊居者ニーズは、あって当
たり前の”実家仕様”の設備・サービスで実家以上の快適な暮らしを希望します。日当たりが悪い、⽴地
が悪い、築年数が経っているなど物件に⽋点はつきものですが、その他の要素で競合物件と⽐較し、対
策を⽴てます。対策を打つ設備・サービスはお値段以上がポイントです。

■部屋探しの際に⾒学した物件数（賃貸契約者に⾒る 部屋探し実態調査 2015年５月実施）

二宮秀一 か？」というご質問が、2018年に⼊り急増しています。

ご質問には、まず最初に「将来的に貸し⽅が変化する」そして「先⾏者メリットを享受できる」ということはお伝
えしています。人口減少、空室余りの時代に突⼊している中で、これまでの「2年」という貸し⽅の慣習に捉わ
れることなく、1カ月、3カ月、6カ月、1年、または2⽇、3⽇、1週間と様々な期間に対応することで、これま
で対象としてこなかった短期滞在顧客や研修・出張使いの法人顧客、外国人などの客層を取り込むことが
できます。
確定申告に向けて⼯事等の⾒積書、請求書、領収書資料を揃え、数字をまとめておくと、確定申告をス
ムーズに進めることができます。

１.所得の計算

－ ＝収入 必要経費 所得

＜所得税の税額計算方法とチェックポイント＞

そしてどのようにこの領域に参⼊するべきか？です
が、大きく2つの⽅法があります。１つが⺠泊新法
（住宅宿泊事業法）に則って運⽤すること、もう

そういった客層を取り込んでいくことで、運⽤効率を上げて賃料収益を上げることができます。逆に⾔うと、他
の⽅法で賃料を1.5倍、2倍に上げることは実質的に難しいです。「短期顧客を取り込み、賃料収益を上
げることができる」ことが最大にメリットだと⾔えるでしょう。

２.課税所得の計算

－ ＝

３.所得税の計算

所得 所得控除 課税所得

お

ホテルを思わせるマンスリー物件

（住宅宿泊事業法）に則って運⽤すること、もう
１つの⽅法が、「旅館業許可」を取得して運⽤す
る⽅法です。
簡易宿所でももちろん良いですが、旅館業改正に
より、要件が緩和されるため、今回はあえて「旅館
業」として記載します。

この2つの大きな違いは、運⽤できる「上限⽇数」が挙げられます。⺠泊新法は「上限180⽇」が国で定められて
× ＝

４.納税額の計算

－ ＝

課税所得 税率－控除額 所得税

所得税 税額控除 納税額

この2つの大きな違いは、運⽤できる「上限⽇数」が挙げられます。⺠泊新法は「上限180⽇」が国で定められて
おり、⾃治体によっては更に短い期間の上限が設けられている場合もあります。つまり、実質的にはマンスリー
（短期の賃貸借契約）との併⽤モデルになることが予測されます。

一⽅旅館業許可を取得した場合は、当たり前ですが365⽇運⽤できます。ただし、運⽤するためには⽴地の問
題、消防設備・建物構造の問題をクリアする必要があります。それぞれ国が定めた規定（主に建物と管理⽅
法）がありますので、規定をクリアして運⽤する必要があります。

その他、必要経費として認められるか否かの基準は「事業関連性」と「妥当性」で判断します。「事
業関連性」とは、その⽀払いがその売上（賃料収⼊）を得るために必要なものであることを言います。
「妥当性」とは、⾦額などが事業の内容などから判断して妥当なのかどうかということです。必要経費
として認めてもらうためにも、きちんと証拠を保存しておかなければなりません。領収証を保存するの
はもちろんのこと、飲食代の場合には得意先や担当者、人数なども明らかにしておく必要があります。
これらのことを現⾦出納帳の摘要欄に記⼊しておきましょう。お中元やお歳暮などは、送り先の明細を

価値（間取り・設備・築年数・差別化要素・・・）

価格(賃料、初期費⽤・・・)

物件⼒
商品⼒ ≧ １=

今の時代多くの商品が 価値 ≧ 価格 (値段相応、値段以上) でないと売れていません

上記3つの運⽤⽅法（⺠泊、マンスリー、旅館業）どれも運⽤は可能性があります。どれか１つに固執してし
まった場合、⽴地上の問題？ 建物上の問題？ そして短い期間（1週間未満など）での運⽤問題？など
運⽤の出口を狭めてしまう事も考えられます。

物件の⽴地や建物構造などによって、運⽤⽅法を使い分けられる形を作っておくことが、最も運⽤効率を上げ
ていける⽅法です。もちろん通常賃貸、もしくは家具家電付賃貸で貸し出すこともOKです。ただ単に今までの賃
貸の貸し⽅に固執するのではなく、「多様な貸し⽅」を武器として持つという考え⽅も是非参考にしてみていただ

-3-

【ご相談・お問い合わせ】オーナー様：管理ご相談窓口
℡ 0480- 担当：光山（みつやま）

これらのことを現⾦出納帳の摘要欄に記⼊しておきましょう。お中元やお歳暮などは、送り先の明細を
保管しておきます。また、⾹典や祝い⾦の場合には領収書はありませんが、お葬式や結婚式の案内状を
保管しておき、そこに払った⾦額を記⼊しておくなど証拠を保存しましょう。
⇒価値を上げて１以上にするか、価格を下げて１以上にするか、複合で１以上にするか、の選択になります。
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℡ 042-444-5980 売買コンサルティング事業部
【ご相談・お問い合わせ】オーナー様：管理ご相談窓⼝

℡ 045-931-1729 担当：二宮秀一

貸の貸し⽅に固執するのではなく、「多様な貸し⽅」を武器として持つという考え⽅も是非参考にしてみていただ
ければと思います。



業界ニュース

2016年賃貸住宅を取り巻く時流・環境の変化
駐⾞場を保有するオーナー様必⾒！駐⾞場を保有するオーナー様必⾒！

〜駐⾞場ビジネスの時流〜〜駐⾞場ビジネスの時流〜2016年賃貸住宅を取り巻く時流・環境の変化

2016年、賃貸住宅市場を取り巻く時流・環境の変化を表すキーワードをまと
めたものです。

①貸家は資産デフレ傾向継続

㈱船井総合研究所
賃貸管理ビジネスチーム
グループマネージャー

松井哲也

〜駐⾞場ビジネスの時流〜〜駐⾞場ビジネスの時流〜
賃貸経営をされているオーナー様におかれましては、アパートに設置された駐⾞場等、賃

貸管理に付随して駐⾞場管理を⾏っている⽅も少なくないと思います。今回は駐⾞場ビジ
ネスについてお話したいと思います。下図は⾃動⾞の登録台数とコインパーキングの台数の
推移です。⾃動⾞を保有する⽅は減少していると思われがちですが実はまだまだ増加傾向
にあります。⾃動⾞の増加に伴い、コインパーキングの台数も毎年増え続けております。

①貸家は資産デフレ傾向継続
●貸家新設⼾数は、2014年・2015年予測では35万⼾代後半にて進み、
2016年度以降も増加傾向が予測される。

●都市部マンションの一部地域のみ、価格上昇傾向はあるが、宅地・
⺠営借家に関してはデフレ傾向。家賃下落、空室拡大は継続される。

②関連する法改正（相続税の税制改正・空き家対策特別措置法の施工）
●2015年1⽉1日からの相続税改正に合わせ、遺言書作成数増加。5,751 5,755 5,768 
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●2015年1⽉1日からの相続税改正に合わせ、遺言書作成数増加。
（2014年度には遺言公正証書作成数10万件越、今後は家族信託へ）

●2015年5⽉26日空き家特別措置法完全施⼯
官⺠連携により空き家対策へ

（2013年820万⼾空家率13.5％→2033年予測2,150万⼾空家率30.5％）

③多様化・増加が予測される⼊居者層
●インバウンドビジネス拡大、旅⾏消費額続伸、⺠泊への法・条例改正
一⽅で月極駐⾞場の契約台数は減少傾向にあるようです。賃貸物件の⼊居率は95％でも駐⾞場の稼働

率は80％未満という話もく聞きます。その背景にはカーシェアリング等、⾞は乗るが保有はしない等、新たなライ
フスタイルの導⼊が進んでいることにあります。それに伴い、C to Cの時間貸し駐⾞場を展開するakkipaやB-
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●インバウンドビジネス拡大、旅⾏消費額続伸、⺠泊への法・条例改正
●地⽅私大の学生減少、拡大するシェアハウス
●「⽼人ブア」⽼後資⾦の減少、「シングルマザー」拡大
●成熟化進む⾼齢者住宅、圧倒的に⾜りない⾃⽴型障害者住宅
●企業⽴地、企業や事業所の都市集中が進む

④リアルタイム・自動化で進むＩＴ化による部屋探し＆コミュニケーション
●ウェアラブルデバイス（持つ→身につける）

フスタイルの導⼊が進んでいることにあります。それに伴い、C to Cの時間貸し駐⾞場を展開するakkipaやB-
Times等、数台単位での時間貸し駐⾞場のニーズが増えております。「完全⾃動運転」も2025年までに導⼊
されると⾔われ、駐⾞場の進化も求められております。最近ではコインパーキングのETC決済やバレーパーキング
の⾒直しが進んでおります。今後10年間、ますます駐⾞場ビジネスは進化していくと考えられますが、すぐに収
益に繋がる駐⾞場ビジネスについてご紹介させていただきます。

コインパーキング チケットパーク 予約サービス
●ウェアラブルデバイス（持つ→身につける）
ロケーションフリー（どこにいても繋げられる）

●ＳＮＳの急激な進化（プッシュ広告、アプリ活⽤）
●個人情報のある、重要事項説明のＩＴ化
●遠距離顧客とのＩＴ対応
●顧客と顧客を結ぶ、ＣtoＣマーケットの急拡大

⑤コンプライアンス施策①コインパーキング：月極賃料1万円〜のエリアで適しております。機械購⼊から運営まで全て不動産会社⑤コンプライアンス施策
●企業の社会的価値、コンプライアンスにフォーカスした施策展開
（フォルクスワーゲン、東芝、旭化成建材・・・）

⑥個⼈情報、顧客情報管理
●マイナンバーの⺠間利⽤（賃貸所有者への⽀払調書など）

①コインパーキング：月極賃料1万円〜のエリアで適しております。機械購⼊から運営まで全て不動産会社
に委託することが可能です。駅前や商業地だけでなく住宅地も狙い目です。5台以上収
まる空き駐⾞場（月極）をお持ちであれば一度ご相談してみては如何でしょうか。リス
クも少なく、遊休地、空き駐⾞場の有効活⽤が可能です。

②チケットパーク： 月極賃料5,000円〜10,000円のエリアで適しております。コインパーキングと同様に機
械購⼊から運営まで全て委託することが可能です。時間単位ではなく1⽇500円等、
⽇数単位でのコインパーキングです。

賃貸住宅市場も大きな転換点を迎えています。まさに淘汰の時代です。建てた時の税⾦対策
だけでなく、建てた後の収益を維持させる「賃貸経営⼒」が必要な時代に⼊っています。
ピンチをチャンスに変える！
需要は間違いなくあるのですから！

-4-

③予約サービス： 1台単位での貸し出しが可能です。予約サイトを運営している会社に⼿数料を⽀払った
後、オーナー様の収⼊となります。

⼟地の有効活⽤については、時流を捉え、地域で可能性のある商品について、競合・収⽀シュミレーションを
⾏った上で、新たな挑戦も考慮頂いたらいかがでしょうか？駐⾞場は今注目の商品です。



相続相談コーナー
Ｑ．父が80歳になりました。高齢で将来の相続が心配です。

今は元気であまり先のことは考えていないようなのですが、今は元気であまり先のことは考えていないようなのですが、
いつ頃から具体的な対策を考えるべきでしょうか？

Ａ．今すぐ検討を始めましょう。統計的に「高齢者の健康では
ない時期」の⻑期化が問題になっています。ない時期」の⻑期化が問題になっています。

左の表は、内閣府が発表している
「高齢者白書」というデータです。こ
ちらによると⼥性の平均寿命は
85.9歳、男性は79.44歳となって
います。
将来推計では今後も平均年齢は将来推計では今後も平均年齢は
上がり続け、2060年には、⼥性は
90歳強、男性も84歳にまで到達
するとされています。※内閣府発表「平成25年度版⾼齢者⽩書」⾼齢化の現状より

一⽅でその間に健康でいられ
るのかというと、実は65歳以上
の⽅の約4人に1人が、認知症

介護保険制度を利⽤している認知症
⾼齢者（日常生活⾃⽴度Ⅱ以上） 約２８０万⼈ 約４４０万人の⽅の約4人に1人が、認知症

有病者、もしくは認知症の予備
軍、と⾔われています。いつまで
も心身ともに健康でいよう、とい
う気持ちはとても大切ですが、
正常な判断ができない、となる
と法的な決断判断が難しく、契

介護保険制度を利⽤している認知症
⾼齢者（日常生活⾃⽴度Ⅱ以上）

日常生活⾃⽴度Ⅰ又は
要介護認定を受けていない人

約２８０万⼈

約１６０万⼈

約３８０万⼈（注）
（注）MCIの全ての者が認知症になるわけではないことに留意

健常者

ＭＣＩの人
（正常と認知症の中間の人）

約４４０万人
（認知症）

約３８０万人
（認知症予備軍）

一部の人

と法的な決断判断が難しく、契
約⾏為などが大きく制限される
ことになります。

健常者

【【認知症で出来なくなる法律⾏為認知症で出来なくなる法律⾏為】】
・不動産の建設・売却・賃貸契約
・預⾦口座の解約、引出し
・生命保険加⼊

今注目を集めている家族信託でも、健康な状
態でないと始めることができません。また、認知症
と診断された後も、選択する事ができる後⾒制・生命保険加⼊

・子供、孫などへの生前贈与
・遺⾔書の作成
・養子縁組
・遺産分割協議への参加
・株主の場合、議決権の⾏使

と診断された後も、選択する事ができる後⾒制
度は、物件の大規模なリフォームや、資産の売
却などが、大幅に制限されます。よって将来の相
続対策への妨げになるケースもあります。将来を
⾒据えた相続対策は、何かが起きる前、健康な
時期から、始めて頂く事をお勧めいたします。
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不動産の評価・査定・調査はお気軽にご相談ください！すべて秘密厳守です。
【ご相談・お問い合わせ】オーナー様：相続＆不動産ご相談窓⼝

℡ 045-931-1729 担当：二宮秀一



相続相談コーナー
＜相続対策の成功事例＞〜家族信託を活⽤した相続対策〜

先ほどのご相談にありましたように、相続対策は、被相続人がお元気なうちに、ご⾃分で判断ができる間
に、ということになります。今回はある相続事例を基に、家族信託の活⽤例を⾒ていきましょう。

Aさん８６歳

Aさんの息子
６０歳

Aさんのご兄弟（アパートを共有）

Aさんは、4人兄弟の⻑⼥（ご主人は20年前に他界）。⽗親が亡くなった際の相続で、兄弟4人で

Aさんのケースの場合、もしAさんが今後何も対策を打たずに認知症と診断されると、建替えや大規模修繕、
売却などが難しくなります。特に、築20年の物件では、修繕などが必要になる可能性が高く、「兄弟にも、息子
さんにも、迷惑がかかる事態は避けたい」ということでAさんは家族信託をする決断をされました。Aさんの持ち分
を信託財産にして、息子さんを受託者、Aさんが委託者・受益者とする信託契約を結ぶことで、ご⾃身の持ち
分のアパートの管理はAさんの息子に移すことにしました。

Aさんは、4人兄弟の⻑⼥（ご主人は20年前に他界）。⽗親が亡くなった際の相続で、兄弟4人で
共有持分のアパート（築20年）を相続しました。アパートは近隣に住む弟さんが管理してくれていま
すが、最近物忘れも激しくなり、将来に不安を感じ始めていました。

を信託財産にして、息子さんを受託者、Aさんが委託者・受益者とする信託契約を結ぶことで、ご⾃身の持ち
分のアパートの管理はAさんの息子に移すことにしました。
こうして、Aさんのアパートの収益は、Aさんが亡くなるまで、本人に⼊ってくる形にすることができました。もし、Aさ
んが認知症と診断されても、今後、建替えや大規模修繕、売却といった重要な決定、さらには他兄弟3名との
共有名義上での対策も、息子さんが代わりに実⾏することが可能になりました。但し、同様のケースの場合、認
知症と診断されてからの家族信託はできませんので注意が必要です。

「家族信託制度のメリット」
（認知症対策外も幾つかのメリットがあります）（認知症対策外も幾つかのメリットがあります）
①遺⾔書ではできないことが可能です。委託者→
受託者にて契約で⾏うため従来の遺⾔書の⽅式に
従う必要はなくなります。
②財産承継の順位づけが可能になります。相続対
策には生前贈与や遺⾔書活⽤がありますが、生前
贈与や遺贈をした財産に対しては、その次の相続
人を指定できませんが家族信託を利⽤すれば、最人を指定できませんが家族信託を利⽤すれば、最
初に指定した受益者万が一亡くなってしまった場合
でも、次の受益者を誰にするなど指定できます。
③教育資⾦の一括贈与が1500万円まで可能に
なります。
④家族信託には倒産隔離機能があります。将来受
託者が「別途多額の債務を負ってしまった場合でも
信託財産は差押えられない」という機能があります。
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信託財産は差押えられない」という機能があります。
⑤相続時の争いが軽減できます。受益者の変更に遺⾔書や遺産分割協議書も必要ありません。
⑥不動産の共有問題・将来の共有相続への紛争予防に活⽤できます。共有者としての管理処分権限を共
有者の一人に集約させることで、不動産の塩漬けを防ぐことができます。
⑦二次相続が指定できます。連続信託と⾔い、受益者が相続人ではなく別の条件にあった人を受益者とする
仕組みを作ることが可能です。家族信託は、遺⾔書よりもより⾃由度が高く、被相続人や相続人の意向に応
じた、新たな相続の仕組みを作ることができます。



店舗紹介

私たちは不動産を通じて私たちは不動産を通じて
地域地域ののみなさまの豊かな生活を応援する会社です。みなさまの豊かな生活を応援する会社です。

営業時間 定休日朝９時００分〜午後６時００分 水・第2.3火曜日

●より良い賃貸経営へのご相談はこちら●
□空室について
□リフォームについて

□売却について
□土地活用について

お問い合わせ先：「サエグサ通信」事務局 担当：二宮秀一

□リフォームについて
□家賃滞納について
□賃貸管理について
□購⼊について

□土地活用について
□相続対策について
□保険について
□その他

お気軽にご相談ください！

発⾏：㈲三枝商事

お問い合わせ先：「サエグサ通信」事務局 担当：二宮秀一
TEL:045-931-1729 FAX:045-932-5529

㈲三枝商事


